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≪関連計画≫ 
・光市地域福祉計画 
・光市高齢者保健福祉計画
及び介護保険事業計画 

・光市障害者福祉基本計画
及び光市障害福祉計画 

・光市こども計画 
・光市男女共同参画基本計画 
・光市いじめ防止基本方針 
・光市生涯学習推進プラン 
・光市コミュニティ推進 
基本方針  

・光市教育振興基本計画   
等 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 策定の趣旨 
本市では、国や県の自殺対策の動向を踏まえ、令和２年３月に「つながる『わ』 いのち支

える ひかりの絆」を基本理念とする「光市自殺対策計画」を策定し、「光市健康づくり推進

計画」の健康づくりのための４つの要素のうちの一つ「なごむ（こころの健康、休息）」と一

体的に自殺対策に取り組んでまいりました。 

本市の自殺者数は年によって増減がありますが、全国的には近年、年間２万人以上の方が

自殺で亡くなっています。また、新型コロナウイルス感染症の影響等で、自殺者の状況に変

化が生じていることなどから、依然として総合的な自殺対策の推進が求められています。 

このような中、「第３次光市健康づくり推進計画」が令和８年度から新たにスタートするこ

とから、同計画のこころの健康に関する事業等と調和を図りながら誰も自殺に追い込まれる

ことのない社会の実現を目指し、地域の理解、協力等により地域の実情に即した自殺対策を

総合的に推進するために「第２次光市自殺対策計画」を策定します。 

 

２ 位置付け 
本計画は、自殺対策基本法第 13 条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」として、策定す

るものです。 

「光市総合計画」を上位計画とし、本計画と一部、一体的に事業を展開する「光市健康づ

くり推進計画」をはじめ、国の「自殺総合対策大綱」や山口県の「山口県自殺総合対策計画」

等の内容を踏まえ、本市の保健・医療・福祉及び教育分野の計画など、関連する計画との調

和に留意し策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次光市自殺対策計画 

（令和８年度～令和 13 年度） 
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自殺対策基本法  

（平成 18年、平成 28 年改正） 

第４次自殺総合対策大綱  

（令和４年 10月～） 

第４次山口県自殺総合対策計画 

（令和６年３月～） 
県 

国 

第３次光市健康づくり推進計画 

（令和８年度～令和 19年度） 
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３ 計画の期間 
本計画の期間は、第３次光市健康づくり推進計画の計画期間を勘案し、令和８年度を初年

度として、令和 13 年度までの６年間とします。 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 （年度）

自殺対策計画 延⾧ 第２次光市自殺対策計画

健康づくり推進計画 健康づくり推進計画 中間評価

 

 

４ 策定体制 
 本計画の策定にあたっては、これまでの自殺対策の推進状況を踏まえ、関係性の深い「光

市健康づくり推進計画」の策定と歩調を合わせつつ、医療、福祉、教育、経済、労働分野の

関係者又は関係団体の代表者及び関係行政機関の職員等からなる「光市自殺対策協議会」に

おける意見や提言をもとに計画策定を進めました。 

また、多様な分野の連携による一体的な取組が不可欠であることから、前計画から引き続

き、庁内関係各課で構成した「光市自殺対策庁内ワーキンググループ」で生きることへの包

括的な支援に関連する既存事業の棚卸しを実施し、見直しを行うことにより、庁内の関連事

業を広く把握し、連携強化を図るなど実効性のある計画となるよう努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における日本の自殺者数の動向」 

 我が国の自殺者数は平成 15 年に統計開始以来最多の 34,427 人でしたが、令和元年は最小の

20,169 人となりました。令和２年１月、新型コロナウイルス感染症の最初の感染者が確認され、

令和２年は 11年ぶりに総数が増加に転じました。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大がはじまってから、影響を受けたとされる自殺者の属

性は、女性、こども、有職者、独居者が挙げられます。 

それらの自殺者数増加の要因について、感染恐怖や不透明な先行きへの不安、感染対策に伴

うライフスタイルの変化や孤立、医療アクセスの制限、過剰な自殺報道や家庭内のケアの負担

増加、家族との時間が増えたことによる家庭内不和や虐待、暴力等があります。社会経済活動

の低迷によるサービス産業の労働者への深刻な影響は、特に女性への影響が大きく、潜在的に

自殺増加に影響した可能性があったとされています。また、こどもについては休校により心理

的負荷が減った一方、再び学校に戻る際の困難感の高まり、生活リズムの乱れやオンライン教

育への突然の移行等がストレスを与えた可能性もあります。 

 コロナ禍を通じて深刻化した女性、こども・若者における自殺対策は早急に取り組んでいく

べき、喫緊の課題であるといえます。 

参考：厚生動労大臣指定法人 いのち支える自殺対策推進センター 
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第２章  

本市における自殺をめぐる現状と自殺対策計画の評価と課題 
 

１ 自殺の現状 
（１） 自殺者数と自殺死亡率の推移 

   自殺統計の公表がはじまった平成 21 年以降、本市における自殺者数は平成 24 年をピ

ークに減少し、しばらく横ばい傾向でしたが、令和４・５年に大きく減少し、令和６年

に再び増加しています。自殺死亡率は、国や県はほぼ同様の減少傾向にありますが、本

市では人口規模が少ないことから年による増減が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                       出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

0

5

10

15

20

25

30

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

自殺死亡率の推移

全国 山口県 光市

（人） （人） 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

山口県 光市 

（暦年） 

（人口 10 万人対） 

（暦年） 



4 
 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

0

2

4

6

8

10

12

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上

男性 女性

0

5

10

15

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上

全国 山口県 光市

0

5

10

15

２０歳未満 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上

全国 山口県 光市

（２） 年代別、性別自殺者数（令和元年～令和６年） 

  自殺者数の年代をみると、40 歳代が最も多く、次いで 60 歳代、50 歳代で多くなって

います。性別では、30 歳代から 70 歳代で男性が多く、全体でも 7 割近くを占めていま

す。 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（３） 年代別、性別自殺者割合（令和元年～令和６年） 

  本市では、20 歳代、40 歳代、60 歳代、80 歳以上の女性の自殺割合が、全国及び山口

県に比べて高くなっています。 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料（自殺日・住居地）」 

男性 

女性 （％） 

（人） 
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（４） 原因・動機別自殺者割合（令和元年～令和６年） 

   原因・動機別の自殺の状況については、令和３年までは原因・動機を最大３つ、令和

４年からは最大４つまで計上できることとされており、自殺の根本的な原因を特定する

のは困難ですが、健康問題が最も多くなっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自殺の原因・動機～健康問題の内訳」 

厚生労働省と警察庁が公表している「令和６年中の自殺の状況」によると、全国の自殺の

原因・動機は健康問題が最も多くなっています。内訳をみると、「うつ病」「その他の身体疾

患」「その他の精神疾患」の順に多くなっています。 

 
世界保健機関（WHO）「Preventing Suicide : a global imperative」（2014）を参考にす

ると、自殺で亡くなった人のうち精神疾患のある人は 90％であり、自殺関連行動と最も関

連のある精神疾患はうつ病とアルコール依存症であるとされています。 

うつ病

その他の身体疾患
その他の精神疾患

統合失調症

身体障害の悩み
悪性新生物

その他

認知機能低下の悩み
アルコール依存症

てんかん
摂食障害

薬物乱用

健康問題の内訳（R6）

（％） 
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 （５） うつ病の診療状況 

ア 入院 

令和６年度は県、同規模保険者、全国に比べ多くなっています。 

また、令和元年度と比べて、男女ともに増えています。 

令和６年度の年代別性別うつ病入院件数では、女性は 15～39 歳、50～54 歳、55～59

歳、65～69 歳で、男性は 55～69 歳で多くなっています。 
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出典「国保データベースシステム（KDB システム）」 
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イ 外来 

令和６年度、男性は県、同規模保険者、国に比べて多くなっていますが、女性は県

や国に比べると少なくなっています。 

令和６年度の年代別性別うつ病外来件数では、40～44 歳、50～54 歳、60～64 歳男

女が多くなっています。 
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（６）国が示す本市の自殺の特徴 

国における、令和元年から令和５年までの５年間の本市の現状分析から、対策が優先

される課題として、「勤務・経営」「無職者・失業者」「高齢者」「生活困窮者」があげられ

ています。 

  本市（住居地）の令和元年から令和５年までの５年間の自殺者数は合計 33 人（男性 24

人、女性９人）で、その主な自殺の特徴を示した表が以下のものです。 

 

上位５区分 
自殺者数 

５年計(人) 
割合 

自殺死亡率注1） 
(人口 10 万対) 

背景にある主な自殺の危機経路注2） 

１位:男性 40～59 歳
有職同居 

５ 15.2% 19.7 
配置転換→過労→職場の人間関係の悩み
＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

２位:男性 40～59 歳
無職同居 

４ 12.1% 226.4 
失業→生活苦→借金＋家族間の不和→ 
うつ状態→自殺 

３位:男性 60 歳以上
無職同居 

４ 12.1% 16.2 
失業(退職)→生活苦＋介護の悩み(疲れ)
＋身体疾患→自殺 

４位:女性 40～59 歳
有職同居 

３ 9.1% 17.4 
職場の人間関係＋家族間の不和→ 
うつ状態→自殺 

５位:男性 40～59 歳
無職独居 

２ 6.1% 566.7 失業→生活苦→借金→うつ状態→自殺 

※順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順としている。 

注１）自殺死亡率の母数（人口）は令和２年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計。 

注２）「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ＮＰＯ法人ライフリンク）を参考。 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：自殺対策総合推進センター作成の地域自殺実態プロファイル 

「国が示す本市の自殺の特徴～地域自殺実態プロファイル～」 

地域自殺実態プロファイルとは、第３次自殺総合対策大綱で、「国は、自殺総合対策推

進センターにおいて、すべての都道府県及び市町村それぞれの自殺の実態を分析した自

殺実態プロファイルを作成し、地域自殺対策計画の策定を支援する。」とし、毎年作成さ

れているものです。 

令和２年からはいのち支える自殺対策推進センター（ＪＳＣＰ）が、その業務を引き

継ぎ、５年間の警察庁の自殺統計データ等を分析した自治体の自殺実態プロファイルを

作成しています。 

その中で「推奨される重点パッケージ」として、「地域の自殺の特徴」の上位３区分の

特性と「背景にある主な自殺の危機経路」を参考に「こども・若者」「勤務・経営」「生

活困窮者」「無職者・失業者」「高齢者」「ハイリスク地」「震災等被災地」「自殺手段」

「女性」の９種の施策群から選定されています。「ハイリスク地」「自殺手段」と記載が

ある場合は当該の指標が全国で上位 10位以内であったことを示しています。 

地域自殺実態プロファイルにより、地域の実態の即した自殺対策計画の策定や効果的な

自殺対策の推進が可能となります。 

参考：厚生動労大臣指定法人 いのち支える自殺対策推進センター 
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２ 自殺対策計画の評価と課題 

前計画は、令和２年度から令和７年度までの６年間を計画期間とし、「つながる『わ』 

命支える ひかりの絆」を基本理念に、誰もが生きることの包括的な支援を受けられる

よう、「基本施策」「重点施策」「生きる支援関連施策」の３つの施策により各種事業を展

開し、自殺対策を総合的に推進しました。 

その中で、数値目標として、①自殺死亡率を平成 27 年度から 30％以上減少させ、9.2

以下とすること、②ゲートキーパー研修の受講者を 2,700 人以上とすることを設定して

いました。 

＜評価の基準＞ 

ａ 改善している：改善しており、目標（参考値）に到達している 

ｂ 改善傾向：改善傾向であるが、目標（参考値）に到達していない 

ｃ 変わらない：計画策定時の近況値（基準値）とほぼ変わらない（±0.1％） 

ｄ 悪化傾向：計画策定時の近況値（基準値）に比べ悪化傾向である 

ｅ 評価困難：設定した指標又は把握方法が策定時と異なるため評価困難 

 

評価指標 策定時 目標値 近況値 達成度 

①自殺死亡率 13.2 9.2 以下 22.52 ｄ 

②ゲートキーパー研修受講者数 1,444 人 2,700 人以上 2,712 人 a 

※近況値出典 ①地域における自殺の基礎資料（人口 10 万人対）：厚生労働省【Ｒ６】 

       ②平成 23 年から令和７年５月末まで累計 

【主な取組】  

（１） 基本施策 

ア 地域におけるネットワークの強化 

〇光市自殺対策協議会を開催し、自殺対策に関係する機関・団体等と連携を図り、自殺対

策を総合的に推進しました。 

〇様々な分野のネットワーク、会議等で自殺対策の視点を持つことで、見守りのネット

ワークを広げました。 

イ 自殺対策を支える人材の育成 

〇民生委員や児童委員、教職員、老人クラブ、市職員等多くの市民に接する人に対して、

ゲートキーパー研修を実施しました。 

ウ 市民への啓発と周知 

〇様々な生きる支援に関する相談窓口を掲載したリーフレットを作成し、相談者等には

直接情報提供するとともに、市民が手に取ることができるように、コミュニティセン

ターや医療機関等様々な場所へ設置しました。 
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〇各種セミナーや出前講座などで、多くの市民に学びの機会を提供しました。 

〇ホームページ上で気軽にセルフメンタルヘルスチェックのできる体制を整えました。 

〇学校や企業と連携し、ＳＮＳ等の利用に関する学習を実施しました。 

エ 生きることの促進要因への支援 

〇不安や孤立感を和らげるため、妊産婦、青少年、高齢者等様々な相談支援を行いまし

た。 

 〇光市いじめ問題対策協議会を開催し、現状の共有と意見交換を行いました。 

 〇スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家と連携し、早期対応

に努めました。 

 〇経済的に支援が必要だと思われる人と一緒に、問題解決に向けて考えるなど、積極的

に関わりました。 

オ 児童生徒のＳОＳの出し方に関する教育 

〇各校で授業に加え、スクールカウンセラーによるＳОＳの出し方に関する教育を実施

しました。 

〇状況に応じてスクールライフ支援員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーを派遣し、支援を行いました。 

（２） 重点施策 

 ア 子ども・若者への支援 

  〇各種相談支援事業により不安や孤立感に対して対応をしました。 

 〇児童生徒だけでなく、保護者や教職員も含めてスクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーによる支援を受けました。 

 〇ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及・啓発を行いました。 

 イ 勤務・経営への支援 

  〇適切な相談や支援につながるよう、相談先の周知を行いました。 

  〇経営に対する支援を行い、ワーク・ライフ・バランスの周知に努めました。 

 ウ 高齢者への支援 

  〇働く場や集いの場を提供し、人とのつながりや生きがい等を感じる支援を行いました。 

  〇様々な理由から自宅での生活が困難になっている人に対して、相談支援や生活指導を

行いました。 

エ 生活困窮者への支援 

  〇相談支援や経済的な支援を行い、日常生活を送ることができるよう、生きることの包

括的な支援を行いました。 

 〇水道料金滞納者等の実情の把握に努め、必要に応じて支援機関につなげました。 

（３）生きる支援関連施策 

   〇保健・福祉に関する相談を受け、金銭的な援助や自立に向けた支援を行いました。 

〇失業や多重債務、生活苦等の「生きることの阻害要因」を減らし、自己肯定感や信頼で

きる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因」を増やす取組を行いました。 
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【評価と課題】 
〇自殺死亡率について令和４・５年は目標値を達成していましたが、令和６年は目標値

を達成できませんでした。協議会等で関係機関や団体と連携を図り、自殺対策を総合

的に推進しましたが、令和元年から令和６年までの６年間では、40 歳代の自殺が多く

なっているため今後も関係機関や団体とさらなる連携の強化を図り、自殺対策を総合

的に推進することが必要です。また、自殺死亡率は、本市のような人口規模の小さなま

ちでは年による変動が大きく、単年で比較することは難しいため、複数年で比較する

方法を検討することが必要です。 

〇ゲートキーパー研修について、概ね目標通りに受講者数を増やすことができ、令和７

年５月末の時点で目標値を達成できました。自殺対策を推進するためには、専門家や

関係者だけでなく、身近な人の早期の「気づき」が重要であることから、今後も市民や

地域の支援者へのゲートキーパー研修の継続が必要です。 

 〇様々な取組を行い、保健・福祉等情報の普及啓発、支援を行い、「生きることの阻害要

因」を減らす取組を行いました。今後も「生きることの阻害要因」を減らす取組ととも

に自殺は「誰にでも起こりうる危機」であることへの理解や、危機に陥った時には誰

かに援助を求めることが適当であるということ、自殺者及び自殺未遂者並びにその親

族への配慮も含めて啓発と周知の継続が必要です。 

〇児童生徒のＳОＳの出し方に関する教育や生きることの促進要因への支援を行いまし

た。近年 20歳未満の自殺者はいませんが、子ども・若者への支援として現行の取組を

継続実施するとともに、不安や孤立感に対する対応を考えていくことが必要です。 

〇心理的にも社会的にも負担を抱えやすい働く世代に自殺者が多くみられることから、

相談先の周知や、心身の健康の知識を得る機会を与える支援が必要です。 

〇高齢者の支援については、健康づくりや生きがいづくりの取組や地域における気づき

や見守りなどに加え、地域や関係機関が連携して支援する体制づくりが必要です。 

〇ひとり親家庭や生活困窮者等に対して継続的な相談支援を行いつつ、自立に向けた支

援を行うなど、各年代、様々な対象の相談を受けることで、不安や孤立感等をやわら

げ、次の支援につなげました。必要としている人に必要な情報を届けるため、相談窓口

等のさらなる周知、幅広い世代への情報発信の強化が必要です。 

〇生活困窮の訴えがある水道料金滞納者等について、実情を把握するとともに、必要な

情報提供を行いました。また、本人の希望がある場合は支援機関へつなげました。様々

な生きづらさを抱えている方について、適切な支援を受けられるよう、関係機関とよ

り一層のネットワークの強化が必要です。 
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第３章 自殺対策の基本的な考え方 

１ 基本理念 

つながる『わ』 いのち支える ひかりの絆 
 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけで

なく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など様々な社会的要因があります。 

また、自殺は自ら命を絶つ「瞬間的な行為」としてだけでなく、人が命を絶たざるを得な

い状況に追い込まれる「プロセス」としてとらえる必要があります。 

自殺に至る心理としては、様々な悩みにより追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられ

なくなる状態に陥ることや社会とのつながりの減少、生きていても役に立たないという役割

喪失感、与えられた役割の大きさに対する過剰な負担感等があります。これらは危機的な状

態にまで追い込まれてしまう「プロセス」とみることができ、自殺に追い込まれるという危

機は「誰にでも起こり得る危機」なのです。 

自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般に深く関係していることから、地域の

多様な関係者の連携と協力のもと、地域の特性に応じた実効性の高い施策を「生きることの

包括的な支援」として総合的に推進していくことが重要です。 

 保健、医療、福祉、教育、労働、法律、人権、地域、その他関係機関・団体等がつながり、

自殺に追い込まれようとしている人を必要な支援につなぎ、誰も自殺に追い込まれることの

ない社会をつくるため、また、基本理念が市民に浸透するには時間がかかるため、前計画か

ら引き続き、計画の基本理念を「つながる『わ』 いのち支える ひかりの絆」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 光市自殺対策協議会 

医療 

福祉 教育 

労働 法律 

人権 

保健 

地域 

職場 

家庭 

学校 

個人 

関係機関・団体等 
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２ 施策の構成 

誰もが生きることの包括的な支援を受けられるよう、自殺に対する偏見を払拭し、正しい

理解を促進する啓発活動やメンタルヘルスへの理解促進、広報活動や啓発活動を行い、自殺

者及び自殺未遂者並びにその親族等の名誉と生活の平穏に十分配慮しながら「基本施策」「重

点施策」の２つの施策により各種事業を展開し、自殺対策を総合的に推進します。 

国が示す本市の自殺の特徴から、対策が優先される課題として、「勤務・経営」「無職者・失

業者」「高齢者」「生活困窮者」があげられています。（８ページ参照） 

依然として、経済的な問題等から男性の方が女性よりも自殺者が多い状況ですが、令和４

年１０月に閣議決定された第４次自殺総合対策大綱において、全国的な自殺の傾向から新た

に「子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化」や「女性に対する支援の強化」が加えら

れました。本市では、愛情豊かなふれあいの子育て、「おっぱい育児」を推進するおっぱい都

市宣言等の特徴も踏まえて、こども・若者の自殺対策への取組を「次世代の人」を対象とす

る取組として重点施策に加え、女性への支援は全世代に関係するものであるため、基本施策

や重点施策の中に含めます。 

「基本施策」は、自殺対策の推進において、国が全国的に実施されることが望ましいとし

ている「地域におけるネットワークの強化」「自殺対策を支える人材の育成」「市民への啓発

と周知」「生きることの促進要因への支援」「児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育」の５

つの施策について取組を進めます。 

「重点施策」は本市が優先すべき課題や独自の視点も踏まえ、基本施策を通じて地域にお

ける自殺対策の基盤を整備・強化したうえで、世代や生活状況に応じた自殺対策として「次

世代の人」「働く人」「高齢の人」「生活困窮の人」の４つの対象への支援により、効果的な自

殺対策の推進を図ります。  

さらに第４次自殺総合対策大綱の基本方針は「誰一人取り残さない」持続可能でより良い

社会の実現を目指す、ＳＤＧｓの理念と合致することから本計画もＳＤＧｓの達成に向けた

施策としての意義も持ち合わせます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域におけるネットワークの強化 

２ 自殺対策を支える人材の育成 

３ 市民への啓発と周知 

４ 生きることの促進要因への支援 

５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

重点施策 

生活困窮の人 

生きることの包括的な支援 

基本施策 

次世代の人 働く人 高齢の人 
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３ 計画の目標 

 計画に掲げる施策を着実に推進することにより、本計画の終期となる令和 13 年度までに、

自殺死亡率（人口 10 万人あたりの自殺者数）の直近６年間の平均を 14.9 よりも減少させるこ

とを目標とします。 

さらに、市民や支援者等が身近な人が悩んでいることに気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守ることができる人になれるよう、ゲートキーパー研修の受講者を

累計 3,600 人以上とします。 

 

評価指標 近況値 
目標値  

令和 13 年度 

①自殺死亡率（６年平均） 
14.9 

（R1～R6 平均値） 

近況値よりも減少した値 

（R7～R12 平均値） 

②ゲートキーパー研修受講者数（累計） 2,712 人 3,600 人以上 

※近況値出典 ①地域における自殺の基礎資料（人口 10 万対）：厚生労働省【Ｒ１～Ｒ６】 

       ②平成 23 年度から令和７年５月末までの累計 
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第４章 施策の展開 

１ 基本施策 

 自殺対策の推進において、国が全国的に実施されることが望ましいとしている施策を実施

します。 

◆基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

自殺の原因となり得る様々な課題に対し、様々な分野の人々、組織、施策が果たすべき役

割を明確化、共有化したうえで、市民が健康で生きがいをもって暮らすことができるよう地

域づくり、社会づくりをするため、密接に連携する必要があります。 

多くの分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ、自殺対策の一翼を担っているという意

識を共有し、連携を推進し、地域におけるネットワークの「わ」の強化を図ります。 

 

○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

光市自殺対策協議会

の設置と運営 

医療、法律、人権、教育、労働、地域、警察、消防、行

政等の多分野の関係者により、本市の自殺対策の推進に

関する情報共有・協議・連携を図ります。 

また、委員相互及び関係分野において、「気づき」「つな

がり」「見守る」ネットワーク強化を推進します。 

健康増進課 

こども・子育て総合

相談体制の充実 

こども家庭センター

きゅっと 

全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・

児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う「こども家

庭センター」として、切れ目のない支援を行い子育て家

庭の孤立を防ぎます。 

また、要保護児童対策地域協議会の調整機関も担い、関

係機関と連携し、児童虐待防止対策を実施します。 

こども家庭課 

ひかり子育て見守り

ネットワーク事業 

児童虐待の未然防止、早期発見や地域養育能力の向上を

目的とし、ひかり子育てサポーターや子育て支援コーデ

ィネーターの育成を行うなど、行政・地域・家庭が一体と

なった草の根的な子育て見守りネットワークを構築しま

す。 

こども家庭課 

児童虐待対策強化 

要保護児童対策地域協議会を中心として、関係機関と連

携を図り、児童虐待防止対策の充実を図ります。こどもへ

の虐待は、家庭が困難な状況にあることを示す一つのサ

インであるため、問題の深刻化を防ぎ、自殺リスクの軽

減・早期発見を行います。  

こども家庭課 
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取  組 内  容 担当課・団体 

包括的・継続的ケア

マネジメント支援 

事業 

高齢者のニーズに応じた的確なケアマネジメントが可能

となるよう、介護支援専門員への助言や指導を行うとと

もに、あらゆる職種との連携を図りネットワークの構築

を図ります。また、個々の課題解決を図るとともに、地域

課題を発見し、高齢者サービス及び地域における多様な

社会資源の支援体制を構築するため、地域ケア会議を開

催します。 

高齢者支援課 

コミュニティ・ 

スクール推進事業 

学校・保護者・地域住民・学識経験者等を中心とした学

校運営協議会を設置し、地域ぐるみの学校づくりを目指

し、地域でこどもの課題を共有し、ふれあいを通し、児

童生徒の自己有用感や自己肯定感を高めるよう、次世代

型コミュニティ・スクールによる社会総がかりの教育を

推進します。 

学校教育課 

民生委員児童委員 

協議会との連携 

民生委員児童委員協議会においては、地域の人たちが安

心して暮らせるよう、生活に関する相談に応じ、その内容

に応じて適切な行政サービスや専門機関へつなぐ役割を

担うことで、地域住民の安心のネットワークづくりを推

進します。 

福祉総務課 

社会福祉協議会 

母子保健推進協議会

との連携 

母子保健推進協議会においては、妊産婦・乳幼児家庭の

訪問活動とともに、地域での子育ての輪づくり運動を展

開し、子育て家庭の孤立を防ぎ、子育て支援を推進しま

す。 

こども家庭課 

老人クラブ連合会 

との連携 

地域を基盤とした高齢者の自主団体として、生きがいや

健康づくり、高齢者相互の支え合い、社会奉仕等、地域

間や世代間の交流を図りながら地域に根差した活動を行

い高齢者の生きがいの確保や見守り体制の確立を推進し

ます。 

社会福祉協議会 

高齢者支援課 
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ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴

いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。「命の門番」とも

表現されます。 

本市では、平成 23 年度から市民団体等を対象にゲートキーパー

研修を行い、令和７年５月末までの間に、累計 2,712 人が受講しま

した。 

自殺対策では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・

孤独」を防ぎ、支援することが重要です。誰もが悩んでいる人のゲ

ートキーパーになることができます。一人でも多くの方に、ゲート

キーパーとしての意識を持っていただき、自殺に追い込まれようと

している人を支えられるように、光市健康増進課では、随時、ゲー

トキーパーを養成するための出前講座を受け付けています。 
 

◆基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であることについて、市民

の理解の促進を図る必要があります。自殺に対する正しい知識と理解を促進することを通じ

て、悩んでいる人のサインに気づき、寄り添い、必要に応じて専門機関につなぎ、見守って

いくという自殺対策における市民一人ひとりができることについての意識が共有されるよう

に、広報活動、教育活動に取り組んでいくことが必要です。 

本市では、前計画に引き続き、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に

つなげ、見守る、命の門番となるゲートキーパーの育成支援を行います。すでにゲートキーパ

ー研修を受講した人に対しても新しい視点、気づきが得られる研修になるよう努めます。 

また、支援者に対しても資質及び対応力の向上のため研修を実施するなど自殺対策を支え

る人材の育成を行います。 

 

○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

ゲートキーパー研修 

市職員や教育関係者、関係機関・団体等にゲートキーパ

ー研修を実施するとともに、市民に広く啓発し、市民団

体等に随時出前健康講座で、誰もが支えられる人となれ

るよう、自殺の現状やゲートキーパーについての講座を

実施して、必要な知識の普及啓発及び人材の育成を行い

ます。 

健康増進課 

支援者の人材育成 
支援者に対して、研修等を実施することにより、危機に

追い込まれた人を支える人材の育成を行います。 
健康増進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ ムラ

気づく 傾聴 

つなぐ 見守る 
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◆基本施策３ 市民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景は未だ十分に理解されていないのが実情です。また、全ての世代で一定割合の人

が孤独を感じており、孤独・孤立は人生のあらゆる段階において、何人にも生じうるもので

あり、社会との関係の中で生まれる「関係性の貧困」ともいえます。 

「生きづらさ」からひきこもりや薬物の使用、様々な依存症等に至ることもあります。さ

らに、精神疾患が自殺の原因になることが多いことから、精神疾患も早期受診することで症

状の改善につながることの周知を図ります。 

そのため、自殺の危機に追い込まれている人の思いに寄り添い、そうした心情や背景の理

解を深めることも含めて、危機に陥った時には誰かに援助を求めることが適当であるという

ことを市民個人及び地域全体の共通認識とし、援助を求める先の情報が市民に浸透するよう、

また、自死遺族の方も話ができる場があるということの啓発と周知に努めます。 

 

○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

自殺対策強化月間(３月)・ 

自殺予防週間(９月)・ 

世界自殺予防デー 

(９月 10 日)の普及啓発 

自殺対策強化月間や自殺予防週間等に公共施設等で住民

に対する啓発、情報発信に取り組みます。 

図書館でもこころの処方箋としてこころの健康に関する

展示を行います。 

また、ＳＮＳ等も利用し情報の発信と周知啓発を図りま

す。 

健康増進課 

図書館 

相談窓口啓発 

こころの健康相談及びかかりつけ医の睡眠相談の啓発と

ともに、ひきこもり等、様々な困りごとに関する相談

先、自死遺族の方の相談先の情報を掲載したリーフレッ

トを作成し、広く市民に啓発します。 

健康増進課 

関係各課 

薬物乱用防止の 

普及啓発 

市民に対して、「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」や「麻

薬、覚せい剤、大麻乱用防止運動」、過量服用防止等の

普及啓発を行います。 

健康増進課 

出前講座 

市民の要請により職員が地域に出向いて市の施策や制

度、事業内容等に関する情報をわかり易く伝えるととも

に住民の意見や提言などを伺います。 

また、出前講座のメニューとして「こころの健康出前講

座」を随時実施します。 

地域づくり推進課 

関係各課 

健康増進課 

こころの健康 

チェック事業 

こころの体温計（メンタルヘルスチェックサイト）を使

用し、セルフメンタルヘルスチェックができ、その場で

結果に基づき相談窓口情報を紹介する簡易システムを市

ホームページ上で実施します。 

健康増進課 
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取  組 内  容 担当課・団体 

青少年健全育成にお

ける自殺関連情報を

含むインターネット

の適切な利用に関す

る啓発 

子どもや保護者を対象としたインターネット・ＳＮＳを

使用するための教室を開催するなど、啓発に努めます。 

学校教育課 

各学校 

ワーク・ライフ・ 

バランスの普及・ 

啓発 

全ての人が仕事と生活の調和が図れるよう、ワーク・ラ

イフ・バランスの考え方を普及・啓発します。 

商工振興課 

こども政策課 
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◆基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

個人においても地域においても、失業や多重債務、生活苦等の「生きることの阻害要因」

が自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因」を上回っ

たときに自殺のリスクが高まるとされています。 

そのため、こども達への様々な取組を通して、心身の危機に直面した時に対応できる力を

養い、働く人や困難な問題を抱える女性、精神疾患を抱える方、高齢の人そして生活困窮の

人へＳＮＳ等オンラインでの取組も含め、全ての年代の人が将来に希望を持ち、「生きること

の促進要因」を増やすことができるよう、最低限の暮らしを守るとともに「生きることの阻

害要因」を減らす取組を行い双方の取組から自殺リスクの低下を図ります。 

 

○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

こころの健康相談 

健康相談 

電話、メール、来所等でひきこもりや自殺企図のある人、

心身の健康問題を抱える人等に保健師がこころの健康相

談及び健康相談に随時応じます。 

健康増進課 

こども・子育て 

総合相談体制 

こども家庭センター

きゅっと（再掲） 

全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・

児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う「こども家

庭センター」として、切れ目のない支援を行い子育て家

庭の孤立を防ぎます。 

また、要保護児童対策地域協議会の調整機関も担い、関係

機関と連携し、児童虐待防止対策を実施します。 

こども家庭課 

妊産婦・新生児・ 

乳幼児訪問 

産婦健康診査 

産後ケア事業 

保健師が家庭を訪問して妊産婦・新生児・乳幼児の保健相

談・指導を行い、育児不安の軽減に努めます。 

また、産後の訪問では、産後うつスクリーニングを含む産

婦健康診査事業との連携を図りながら、産後うつ質問票

を用いた面接を行い産後うつの早期対応を図り、必要に

応じ、ショートステイやデイサービスで心身のケアや育

児サポートを受けられる産後ケア事業に繋ぎます。 

こども家庭課 

養育支援訪問 

子育てに対し不安や孤立感等を抱える家庭や虐待の恐れ

がある家庭など、支援が必要とされる家庭に対し保健師

や助産師、臨床心理士等が訪問し、適切な支援を行いま

す。 

こども家庭課 

いじめ問題への対応 

「光市いじめ問題対策協議会」「光市いじめ問題調査委員

会」を設置し、いじめ問題に対応するとともに、重大事態

が発生した場合に、調査結果を検証・再調査する「光市い

じめ調査検証委員会」を設置します。 

学校教育課 
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取  組 内  容 担当課・団体 

障害福祉サービス 
障害者及び難病患者等が地域で自立した生活が送れるよ

うに障害福祉サービスの提供を実施します。 
福祉総務課 

総合相談事業 

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口とし

て、個々の高齢者がどのような支援を必要としているか

を把握し、地域における適切なサービス、関係機関や制

度の利用につなげる等の支援を行い、生活上の様々な問

題を抱える高齢者及びその家族への適切な相談対応・支

援を図ります。 

高齢者支援課 

憩いの家管理運営 

事業 

高齢者の心身の休養と健康の増進を図るための活動拠点

及び高齢者相互の親睦を図る憩いの場として、「西部憩

いの家」等を設置運営します。 

高齢者支援課 

権利擁護事業 

高齢者や障害者自身の意思が尊重され、適切な意思決定

ができるように支援を行いつつ、人権や財産を守るため

市民等へ権利擁護に関する正しい理解の普及に努めま

す。 

高齢者支援課 

福祉総務課 

生活自立相談支援 

センター事業 

生活や仕事の困りごと、生活費の悩み、ひきこもり等様々

な生活上の相談を受け、問題解決に向けて相談支援員と

ともに支援計画を作成し、生活の安定に向けた自立支援

を行います。 

社会福祉協議会 

ＤＶ等相談支援体制

の充実 

配偶者からの暴力（ＤＶ）の根絶に向けた周知・啓発を図

るとともに、被害者に対する相談機能の充実を図ります。 

福祉総務課 

人権推進課 

障害者・障害児総合

相談支援事業 

障害者やその家族等に対し、障害福祉サービス等の利用

援助、社会資源の活用やピアカウンセリング、介護相談

及び情報提供等を総合的に行います。 

福祉総務課 

地域活動支援 

センター事業 

障害者や障害児に対し、創作活動又は生産活動の機会の

提供、社会交流の促進等の便宜を供与することで、障害

者等の地域生活支援を促進します。 

福祉総務課 

民生委員児童委員 

活動 

住民の身近な相談相手として、生活のあらゆる相談に応

じ、地域の見守り活動を行います。 

福祉総務課 

社会福祉協議会 

心配ごと相談 

住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、助言・指導を

行うことで住民の福祉の向上を図ります。 

また、相談内容に応じて、関係機関と連携して対応する

とともに、深刻化する恐れのあるケースについては、専

門機関に繋ぎます。 

社会福祉協議会 
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取  組 内  容 担当課・団体 

若年無就業者の就労

支援 

「しゅうなん若者サポートステーション」と連携し、スト

レスや悩みを抱え、働いていない若者（15 歳から 49 歳

まで）に対して、無料就職相談、カウンセリング等の就労

支援を実施します。 

商工振興課 

しゅうなん若者サ

ポートステーション 

市税等徴収事務納税

相談 

市税及び国民健康保険税の徴収事務を行い、効率的な納

税管理により実態調査や納税相談を実施し、滞納者の生

活における負担や不安に適切に対処します。 

収納対策課 

給水停止による生活

困窮者等の把握 

水道料金滞納における給水停止において、滞納者のうち

生活困窮者等を把握し、関係各所と情報共有します。 
水道局 

生活困窮者自立支援

事業 

光市生活自立相談支援センターを拠点として、生活や仕

事に関する相談を受付け、専任の相談員が寄り添いなが

ら就労や家計相談などの自立に向けた支援を行い、必要

に応じて個別のプランを作成し、地域住民や福祉関係

者、専門機関と連携を図りながら継続的な支援を行いま

す。 

福祉総務課 

社会福祉協議会 

インターネット上の

自殺関連情報対策 

インターネット上の自殺関連情報に関する相談に対応

し、サイト管理者等への削除依頼を行う部署との適切な

連携を図ります。 

光警察署 

光市役所 

インターネット上の

人権侵害対策 

インターネット上での人権侵害情報に関して、相談者の

意向に応じ、削除依頼の方法助言、プロバイダ等に対し

て投稿の削除要請を行います。 

法務局 
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◆基本施策５ 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

 児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育は、いのちや暮らしの危機に直面したときの問題

の整理や対処方法を児童生徒の段階でライフスキルとして身につけ、生きる力を高める重要

なものです。それぞれの発達段階に応じた「こころの健康」に関する指導を行うことで、心

身の健康について知り、対応ができる力を養います。 

 本市においては、前計画から引き続き、自分自身を大切にすることやストレスとの付き合

い方などを学び、すべての児童生徒がＳＯＳの出し方についての教育を受け、周囲にいる信

頼できる大人に実際にＳＯＳが出せるよう支援していきます。 

 

○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

こころの教育 

ＳＯＳの出し方に 

関する教育 

児童生徒が様々な困難や不安、ストレスへの対処方法を

身に付けるとともに、必要な時にＳＯＳを出す等適切な

対応ができるよう、道徳科、保健体育科、特別活動等、

教科横断的な視点で教育の充実を図ります。 

学校教育課 

各学校 

こどもの人権ＳＯＳ

ミニレターの配布、

相談 

年２回、学校を通じて「こどもの人権ＳＯＳミニレタ

ー」を配布し、子どもが相談したいことを書いてポスト

に投函すると、最寄りの法務局・地方法務局に届き、郵

送による相談対応を行います。 

法務局 

各学校 

光市スクール 

カウンセラー 

派遣事業 

不登校、いじめ、問題行動等について、臨床心理士を派遣

し、児童生徒、保護者の心身の健康を保持するためのカウ

ンセリングや教職員の資質能力の向上に向けた研修を実

施します。 

学校教育課 

スクールライフ 

支援員事業 

不登校及び集団不適応等にある児童生徒に対して、スク

ールライフ支援員が基礎学力の補充、基本的生活習慣改

善等のための適応指導・相談等の支援を行い、社会的自立

及び学校、学級復帰に向けて支援します。 

学校教育課 

不登校未然防止・ 

早期対応等の取組の

充実 

スクールソーシャルワーカーが様々な不安や悩みを抱え

た児童生徒等に対する教育相談及び環境への働きかけ、

学校・家庭、関係機関等とのネットワークの構築を行うこ

とで、総括的に児童生徒等を支援します。 

学校教育課 

生活アンケート調査

の実施 

学校生活に不安や不満を抱えている児童生徒を的確に把

握し、即座に教育相談を実施することで、不安や悩みの軽

減や解決につなげます。 

学校教育課 

各学校 
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２ 重点施策 

本市が優先すべき課題や独自の視点も踏まえ、基本施策を通じて地域における自殺対策の

基盤を整備・強化したうえで、世代や生活状況に応じた自殺対策を重点的に進めます。 

◇重点施策１ 次世代の人への支援 

こども・若者世代の「いのち」が失われることは大きな問題です。少年期から青年期にか

けて訪れる思春期では、仲間集団の役割が大きく、仲間関係のトラブルは若者のこころに大

きな影響を及ぼす一方、精神的ストレスについて他者に援助を求めにくい特徴があり、また、

家庭問題と学校生活、身体の変化への適応等の課題とともに、進学、就職、結婚、出産、育児

などライフスタイルの大きな変化も経験する年代となります。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行による行動制限に伴う周囲との交流や学習機会の

喪失が、とりわけ若者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼしたといわれています。次世代の人

が将来に対する希望を断念してしまうことのないような環境が必要です。 

本市では、「おっぱい都市宣言」の理念のもと、国が示すはじめの 100 か月の育ちビジョン

につながる生涯にわたるウェルビーイングの向上を図り、こどもの豊かな育ちの支援ととも

に、子育て世代への様々な取組を展開し、こども・若者世代の様々な課題に対し、切れ目の

ない支援により自殺対策の推進を図ります。 

 

 ○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

こども・子育て 

総合相談体制の充実 

こども家庭センター

きゅっと（再掲） 

全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・

児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う「こども家

庭センター」として、切れ目のない支援を行い子育て家

庭の孤立を防ぎます。 

また、要保護児童対策地域協議会の調整機関も担い、関

係機関と連携し、児童虐待防止対策を実施します。 

こども家庭課 

妊産婦・新生児・ 

乳幼児訪問 

産婦健康診査 

産後ケア事業 

（再掲） 

保健師が家庭を訪問して妊産婦・新生児・乳幼児の保健

相談・指導を行い、育児不安の軽減に努めます。 

また、産後の訪問では、産後うつスクリーニングを含む

産婦健康診査事業との連携を図りながら、産後うつ質問

票を用いた面接を行い産後うつの早期対応を図り、必要

に応じ、ショートステイやデイサービスで心身のケアや

育児サポートを受けられる産後ケア事業に繋ぎます。 

こども家庭課 
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取  組 内  容 担当課・団体 

養育支援訪問 

（再掲） 

子育てに対し不安や孤立感等を抱える家庭や虐待の恐れ

がある家庭など、支援が必要とされる家庭に対し保健師

や助産師、臨床心理士等が訪問し、適切な支援を行いま

す。 

こども家庭課 

教育相談事業 
 

悩みを持つ青少年及びその保護者等を対象とした電話相

談・メール相談及びスクールソーシャルワーカーによる

面談事業を実施します。 

文化・社会教育課 

いじめ問題への対応 

（再掲） 

「光市いじめ問題対策協議会」「光市いじめ問題調査委

員会」を設置し、いじめ問題に対応するとともに、重大

事態が発生した場合に、調査結果を検証・再調査する

「光市いじめ調査検証委員会」を設置します。 

学校教育課 

青少年健全育成にお

ける自殺関連情報を

含むインターネット

の適切な利用に関す

る啓発（再掲） 

こどもや保護者を対象としたインターネット・ＳＮＳを

使用するための教室を開催するなど、啓発に努めます。 

学校教育課 

各学校 
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◇重点施策２ 働く人への支援 

会社や家庭等あらゆる場面において、主要な役割を担う働く世代は、心理的にも社会的に

も負担を抱えやすい年代です。企業を取り巻く経営環境の急激な変化に伴い、経営者も従業

員も疲労やストレスを感じ、就労問題（過労やハラスメント、職場の人間関係等）や多様な

就労形態、家庭の問題等様々なことでこころの健康に影響が出ることも少なくありません。 

そのため、勤務上やその他の悩みを抱えた人が、適切な相談や支援につながるよう、相談

先等の周知を図るとともに、働くすべての方が将来への展望を持ち得るように自殺対策の推

進に努めます。 

 

 ○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

こころの相談及び困

りごと相談窓口等の

啓発 

メンタルヘルス関連の相談窓口や職場・仕事等に関する

困りごとの相談窓口等を掲載したリーフレットを作成

し、相談先を分かりやすく啓発します。 

健康増進課 

こころの健康相談 
労働者数50人未満の小規模事業所の事業者及び労働者の

こころの健康相談を行います。 

下松地域産業保健

センター 

ストレスチェック 

制度 

労働安全法に基づき、職員のストレスの状況について検

査を行うとともに、その結果を通知することでストレス

の原因となる職場環境の改善につなげます。 

下松地域産業保健

センター 

各事業所 

労働相談 
市ホームページや市広報などで関係機関の相談窓口等の

情報を発信します。 
商工振興課 

ワーク・ライフ・バ

ランスの普及・啓発

（再掲） 

すべての人が、仕事と生活の調和が図れるよう、ワーク・

ライフ・バランスの考え方を普及・啓発します。 

商工振興課 

こども政策課 

若年無就業者の就労

支援（再掲） 

「しゅうなん若者サポートステーション」と連携し、ス

トレスや悩みを抱え、働いていない若者（15 歳から 49 

歳まで）に対して、無料就職相談、カウンセリング等の

就労支援を実施します。 

商工振興課 

しゅうなん若者サ

ポートステーション 

経営相談 

商工会議所や商工会等と連携を図り、経営能力の向上と

経営体質の改善に向けた相談・支援体制の充実や、融資

制度の展開による経営支援を行います。 

商工振興課 

光商工会議所 

大和商工会 

人権教育研修 

市内の企業や事業所等を訪問し、ハラスメントや偏見、

差別など職場で起こりうる人権侵害の防止のための人権

教育研修を行います。 

人権教育課 
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◇重点施策３ 高齢の人への支援 

高齢になると身体機能の低下、死別や離別等家族構成の変化、周囲の人々とのつながりの

希薄化、病気による健康状態の悪化、生活困窮等の問題が生じやすくなります。また、ひき

こもりや閉じこもり、介護等により、高齢の人だけでなく、そのこどもの生活を支える「８

０５０問題」等、孤独・孤立状態から抑うつ状態になりやすい傾向にあります。 

このような高齢者の傾向を踏まえ、健康づくり、介護予防の支援とともに、身近な人の喪

失と立ち直りの時期を支えるグリーフケア、さらに困ったときに相談ができる場所の周知を

行い、高齢者一人ひとりが日々生きがいと役割を実感できる地域づくりを目指し、「つながり」

と「場づくり」をキーワードに高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり等のソーシャ

ル・キャピタルの醸成を促進する施策の推進に努めます。 

 

 ○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

総合相談事業 

（再掲） 

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、

個々の高齢者がどのような支援を必要としているかを把

握し、地域における適切なサービス、関係機関や制度の利

用につなげる等の支援を行います。生活上の様々な問題

を抱える高齢者及びその家族への相談対応・支援を図り

ます。 

高齢者支援課 

生涯学習推進事業

（各種講座開催） 

生きがいの創出や充実した人生を送ることを目的に様々

な講座などを開催し、生涯学習の推進と社会参加を促し、

生きがいづくり、居場所づくりを図ります。 

地域づくり推進課 

地域ふれあいサロン

活動支援事業 

地域で活動している高齢者の交流の場である「ふれあ

い・いきいきサロン」へ看護師を派遣し、血圧測定等の

健康チェックや相談対応、「いきいき百歳体操普及事

業」へのサポートを通じて介護予防につなげます。 

高齢者支援課 

社会福祉協議会 

老人クラブ活動との

連携 

生きがいや健康づくり、高齢者相互の支え合い、社会奉

仕等、地域間や世代間の交流を深めながら、地域に根差

した活動を行います。 

＜友愛訪問活動促進事業＞ 

 地域において、ひとり暮らし高齢者等の安否確認等、

見守り活動を実施します。 

＜ことぶき教室設置運営事業＞ 

 「個人生活を豊かにする学習」、「家庭生活を豊かにす

る学習」、「社会生活を豊かにする学習」の分野ごとのテ

ーマに沿って研修会を開催します。 

＜生きがい対策事業＞ 

 書、絵画などの展示や歌、舞踊などを披露する文化祭

や心身の機能維持と集団行動を行う行事を開催します。 

高齢者支援課 

社会福祉協議会 
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◇重点施策４ 生活困窮の人への支援 

 生活困窮の人は、単に経済的な問題だけでなく、心身の健康や介護や虐待、家族等との人

間関係、多重債務、依存症、ひきこもり等その背景に多様かつ広範な問題を、複合的に抱え

ていることが多くあります。 

そのため、経済的困窮に加えて必要な支援を受けることができず、社会から孤立しやすい

傾向がみられます。本市ではこれからも経済や生活面の支援のほか、心身の健康支援等の視

点も含めた包括的な生活困窮の人への支援を推進します。 

 

 ○主な事業例 

取  組 内  容 担当課・団体 

こころの健康相談 

健康相談（再掲） 

電話、メール、来所等でひきこもりや自殺企図のある人、

心身の健康問題を抱える人等に保健師がこころの健康相

談及び健康相談に随時応じます。 

健康増進課 

生活困窮者自立支援

事業（再掲） 

光市生活自立相談支援センターを拠点として、生活や仕

事に関する相談を受付け、専任の相談員が寄り添いなが

ら就労や家計相談などの自立に向けた支援を行い、必要

に応じて個別のプランを作成し、地域住民や福祉関係者、

専門機関と連携を図りながら継続的な支援を行います。 

福祉総務課 

社会福祉協議会 

生活保護扶助事業 
生活保護受給者に対し、各扶助費を支給し、最低生活を維

持します。 
福祉総務課 

市税等徴収事務 

納税相談（再掲） 

市税及び国民健康保険税の徴収事務を行い、効率的な納

税管理により実態調査や納税相談を実施し、滞納者の生

活における圧迫や不安に適切に対処します。 

収納対策課 

消費生活支援事業 市民からの多重債務に関する相談を受け付けます。 生活安全課 

給水停止による 

生活困窮者等の把握

（再掲） 

水道料金滞納における給水停止において、滞納者のうち

生活困窮者等を把握し、関係各所と情報共有します。 
水道局 

後期高齢者医療 

保険料滞納者に 

対する納付相談 

保険料を滞納している被保険者に対し、生活実態の聞き

取り等を行い、納付相談を実施します。 
市民課 

市営住宅維持管理 

事業 

市営住宅への入居相談や市営住宅使用料（家賃）の納付

に関する指導及び相談を行います。 
建築住宅課 
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第５章 推進体制と進行管理 

「つながる『わ』 いのち支える ひかりの絆」を基本理念として、５つの基本施策、４つ

の重点施策を中心に、生きることの包括的な支援として各種事業を展開するとともに、市民

一人ひとりが、自殺が誰にでも起こり得る問題ととらえ、主体的に自殺対策に取り組み、そ

れぞれの各論に基づいた着実な事業展開により、国や県の動向を注視しながら、これまで以

上に関係者や関係機関と連携を図り、計画を推進していきます。 

 

１ 計画の推進体制 
自殺対策は、社会全般に関係しており、その総合的な対策のためには、医療関係者、福祉関

係者、教育関係者、経済、労働、法律関係者、行政等多分野の関係者が連携を図り取り組むこ

とが重要です。 

本市では、自殺対策を総合的かつ円滑にすすめるため、医療、福祉、教育、経済、労働、法

律関係者及び関係行政機関の職員等から構成される「光市自殺対策協議会」を設置し、自殺

対策に関する実践的な情報交換・意見交換の場とするとともに、各種関係機関等との協力体

制づくりの中心的な組織と位置付け、本市の自殺対策を推進していくこととします。 

また、行政の関係担当課で構成する「光市自殺対策庁内ワーキンググループ」を設置し、

自殺対策に関する施策について、総合的、計画的に推進していきます。 

 

２ 計画の進行管理 
市民の自殺対策に対する意識を高め、必要な情報を収集できるよう、市広報やホームペー

ジ、ＳＮＳ等の活用、リーフレットの作成・配布や各種事業、イベントなどあらゆる機会を

活用して、本計画の周知を図るとともに、計画の方針や今後の取組について啓発します。 

計画の推進にあたっては、施策を効果的に推進していくために、毎年度、光市自殺対策協

議会を開催し、ＰＤＣＡサイクル「Ｐｌａｎ（計画）⇒Ｄｏ（実行）⇒Ｃｈｅｃｋ（評価）

⇒Ａｃｔｉｏｎ（改善）」により計画の進捗状況の評価を行い、適宜、事業の見直しを行う

ことにより、計画の適切な進行管理に努めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ 

（自殺対策計画） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善・見直し） 

Ｃｈｅｃｋ 

（進捗把握・評価） 

Ｄｏ 

（事業実施） 

ＰＤＣＡサイクル 


